
ホテル 1,000 500 1,000 10,000

フェーズ
確保数

６０２床
（現状）

フェーズⅠ
(縮小期)

フェーズⅡ
(再拡大期)

フェーズⅢ
(国ピーク予測)

病床数 602 240 420/600 2,400

内
訳

超重症・重症 60 60 60 400

中等症 329 135 270/400 1,500

軽症 213 45 90/140 500

縮小期から再拡大時を見据えた病床等の確保

埼玉県知事記者会見 ①

○新規陽性患者の発生状況や病床利用率に応じて、３つのフェーズごとに必要な病床数等を設定



診療・検査

埼玉県知事記者会見 ②

検査体制の強化

地域の診療所等（かかりつけ医）

郡市医師会による運営

【発熱外来PCRセンター】

民間検査機関県衛生研究所

診療情報提供連携先登録

２１箇所

PCR検査体制

<稼働中>

２箇所

<追加予定>

帰国者・接触者
相談センター(保健所)

帰国者・接触者外来

※全県27箇所

患者

抗原検出用キット導入

○症状の強い疑い患者を対象
 早急な陽性確認可能（３０分程度）

○救命救急センター等に優先導入

３２医療機関で導入済⇒順次拡大

<現状>

 症状がない患者の陰性確認には適さない ※全県3箇所



施設の使用停止等の協力要請の一部緩和

埼玉県知事記者会見 ③

分 類 内 容

小・中・高等学校、大学等

徹底した感染防止策を講じることを前提に

使用停止協力要請の対象から除外

※下線は延べ床面積1,000㎡超のもの

自動車教習所、学習塾

劇場等、宿泊施設等（集会部分）

体育館、ボウリング場、水泳場等

パチンコ店等遊技場、図書館等

ネットカフェ、バー等
（接待を伴う場合を除く）

スポーツジム、ヨガスタジオなど

使用停止協力要請を継続
カラオケボックスなど（テレワーク以外）

接待を伴う飲食業、ライブハウス等



県有施設の利用の再開

埼玉県知事記者会見 ④

◆ 県有施設は、感染防止対策を徹底した上で、下記の基準に則り

原則として６月１日から順次再開している。
６月 １日
～６月１８日

屋内 利用人員が１００人以下で、かつ収容定員の半分程度以内
屋外 利用人員が２００人以下で、かつ社会的距離が２ｍ確保できる間隔

６月１９日
～７月 ９日

屋内 利用人員が１０００人以下で、かつ収容定員の半分程度以内
屋外 利用人員が１０００人以下で、かつ社会的距離が２ｍ確保できる間隔

７月１０日
～７月３１日

屋内 利用人員が５０００人以下で、かつ収容定員の半分程度以内
屋外 利用人員が５０００人以下で、かつ社会的距離が２ｍ確保できる間隔

◆ 再開している県有施設（一部再開を含む。） ６１施設

屋内 さいたまスーパーアリーナ、彩の国さいたま芸術劇場 等

屋外 県営公園屋外運動施設（テニスコート、野球場等）等


